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特掲診療料

第 5 部，第 6部

投薬，注射

投薬及び注射については，療養担当規則第20条を遵守し，薬剤

を使用するに当たっては，その必要性を十分に考慮した上で，医薬

昂，医療機器等の晶質，有効性及び安全性の確保等に関する法律承

認事項(効能・効果，用法・用量等)を遵守し，適宜，治療効果判

定を行い，漫然と投与することのないよう注意しなければなりませ

ん。

また，注射は経口投与することができないとき，経口投与による

治療の効果を期待することができないとき，特に迅速な治療をする

必要があるとき，その他注射によらなければ治療の効果を得ること

が困難であるときなど，使用の必要性について考慮した上で使用す

ることが定められています。

診療録記載の基本として，薬剤使用の必要性，その診断根拠等に

ついて十分な記載を行うことはとても大切です。

本書では，ビタミン製剤の算定についてその必要性を記載するこ

と，血寺戸分裂司注射0)~5t8f.1文言守名入ソ ) O)~占(寸: 麻手 ~..~精

神薬等の投与時，処方の残量及び他医療機関の重複処方の有無を記

載すること芯どをポイントに解説します。

与
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参考/個別指導の状況 ※重復する内容は編集しま した

L 投薬 >

.投薬 (全般)

〈記載〉

投薬を実施するにあたり，診療内容及び診断根拠等

の記載がない又は乏しい。

医薬品名-規格単位 - 用法及び用量を的確に記載す

る。

-医師が投与又は看護師へ投与を指示した記載がな

く ， 投与したことが確認できない。

.外用薬 (貼付薬)

〈記載〉

処方内容， 部位， 用j去を記載していない。

具体的用法の記載がない。

例 「医師の指示どおりJ との記載

.ビタミン剤

〈記載〉

投与が必要かつ有効と判断した趣旨の具体的な記載

がない。

-食事摂取可能な患者にビタミン製剤lを投与している

ものについて， 必要性を診療録及び診療報酬明細書

に記載していない。

〈算定〉

ビタミン剤が算定できるのは，医師が当該ビタミン

剤の投与が有効であると判断し，適正に投与された

場合等に限られるものであ り， 原則として食事から

必要なビタミンを摂取できる場合には算定できない。

• F100 処方料

〈算定〉

外来患者の内服薬について. 7種類以上の薬剤投与

時の低減を適切に行っていない。

• F200 薬剤料
〈記載〉

2 種類以上の内服薬を調剤した場合の診療報酬明細

書への記載方法が誤っている。(服薬時点が同日寺

で，かつ服用回数も同じであるものを 1 剤とみなし

ていない)

〈算定〉

投薬日数薬剤l料の誤請求。

• F400 処方筆料

〈記載〉

記載内容が不十分。

一般名処方加算一一般的名称で処方が行われたこと

の何らかの記録が残されていない。

〈算定〉

内服薬について. 7種類以上の薬剤投与時の低減を

適切に行っていない。

〈院外処方言霊〉

. 実際に診察した医師と処方皇室の保険医氏名が異なっ

ている。

院外処方皇室の印鑑を主治医以外のものが押印してい

る。

保険医が別に勤務する保険医療機関の名称を記載。

外用薬について. í用法J í用量」として. 1 日の使

用回数，使用時点及び使用部位を記載していない。

.様式が定められたもの又はこれに準ずるものとなっ

ていない(処方薬の「変更不可j 欄がない)。

- 保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応、に係

る指示欄を整備する。

患者又は現にその看護にあたっている者に対して発

行していない。

一般名処方加算一一般名と銘柄名を併記している。

.特定疾患処方管理加算

〈記載〉

主病を明確にする。

〈算定〉

- 厚生労働大臣が定める疾患を主病としない患者に対

し算定した。

特定疾患に直接適応のある薬剤を処方していないに

もかかわらず. 算定した。

O特定疾患処方管理加算 2

特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日未満であ

るにもかかわらず算定した。

算定対象となる主病以外の疾患に係る薬剤l を28日

以上処方して算定した。

• F500 調剤技術基本料
〈算定〉

薬剤師が常時勤務していないにもかかわらず算定し



。た

.算定に当たって

く全般〉

- 療養担当規則第20条を遵守し， 薬剤l を使用するに

当たっては， その必要性を十分に考慮した上で， 医

薬品医療機器等法(旧薬事法)承認事項(効能 ・ 効

果， 用法用量等)を遵守し， 適宜，治療効果判定

を行い. 漫然と投与することのないよう注意する。

・ 薬価基準に収載されている医薬品は， 薬事承認事項

(効能 ・ 効果，用法用量， 禁忌等)の範囲内で使

用した場合に保険適用となるものであり . 承認事項

は， 医師の裁量で変えられるものではない。

ー 医学的に妥当 - 適切な範囲で行い，年齢・症状によ

り適宜増減するなど用法 - 用量に留意する。

・ 診療上の必要性を十分考慮したうえで，個々の患者

の状況に応じて，必要最小限の実施に努める。

- 適応となる傷病の確認を十分に行うこと。

ー 疑い病名のまま投薬している。

. 2 以上の診療科で異なる医師が処方した場合以外の

場合に調剤料及び処方料を複数回算定した。

-問 診療日の院内処方と院外処方は原則と して認め

られない。

- 投薬量は， 予見することができる必要期間に従った

ものでなければならないこととし， 厚生労働大臣が

定める内服薬，外用薬及び注射薬については. 1 回

1 4日分. 30日分又は90日分を限度として投与でき

る。

- 後発医薬品の使用を考慮するとともに，患者に後発

医薬品を選択する機会を提供する乙と等， 患者が後

発医薬品を選択 しやすく するための対応に努める。

〈過剰投与〉

- 慎重投与が必要な患者に対して投与量を増量する場

合は，その理由等を記載する。

- チオラ錠を 2 日連続で28日分投与。

左手首捻挫に対するジク口フ工ナクNaゲル 1 %1ラ

クールJ 25gと，ジクロ フ工ナクナトリウムテープ

30mg IN円 1 4枚の重複投与。

- 高齢者に対するハルシオン， ベンザリン0

・ 高齢者に対し倍量投与している。

- 軟膏及び湿布等の外用薬の過剰投与。

〈禁忌投与〉

- 胃潰蕩に対するバイアスピリ ン錠。

- 消化性涜蕩のある患者に対するロキソプロフェンナ

トリウム錠の投与。

参考/個別指導の状況 205 

- 心不全患者へのピオグリタゾン錠の投与。

精神病又は高血圧症の患者へのセレスタミン配合錠。

〈併用投与〉

- 抗生育IJの 2 剤併用について， 使用期間に留意する0

. ロルカム錠とタピソールカプセルを併用する場合に

は適宜， 検査を実施するなど，その必要性を十分に

考慮した上で使用する。

〈重複投与〉

ー サインハルタカプセルとフルポキサミンマレイン酸

塩錠。

- ミラペッククスLA錠とレキップCR錠。

. ガスター D錠とタケプ口ンOD錠。

. H2ブロッカーとPPIの投与。

0注射薬と内服薬の併用

- テオドール錠とジプロフィ リン注0

. ノ イ ロトロビン錠とナブ ト ピン注。

ネキシウムカプセルとガスタ 注射液。

〈長期漫然投与〉

- 漫然と投与することなく，その必要性を十分に考慮

した上で行う。

逆流性食道炎に対して，評価な く 8週間を超えて漫

然と投与されたランソプラ、ノール。

逆流性食道炎に対するラ ン ソプラソールOD錠

15mgを ， 再発等の記載がなく 8 週を超えて投与し

た。

慢性胃炎に係るガスタ D錠の投与。

- 維持療法の必要な難治性逆流性食道炎に対するプロ

トンポンプ ・ インヒピターの長期処方にあたって，

定期的な評価， 内視鏡検査等を実施していない。

末梢性神経障害に対するメ コペラミン錠500 2 錠

を月余にわたって投与した。 効果が見られないとき

は中止する。

目 メチコパール錠の月余にわたる漫然投与。

- 抗菌薬等ついて，同系統薬剤(セファゾリンナトリ

ウム注射用， セフタジジム静注用)を長期間投与し

た。抗菌薬を長期間投与する場合には， 治療効果や

薬剤感受性試験の結果を検討した上で投与する。

ー ウルゾデオキシコール酸錠。

〈適応外投与〉

- 胃潰傷，十二指腸)fi蕩等以外の患者に対するイサロ

ン錠 1 00mgの投与。

・ 尿閉の患者に対するベシケア錠 5mgの投与。

- 脳浮腫の患者に対するプレドニソ口ン錠の投与。

. 慢性廃痛に対するガパペン錠の投与。

ー 抗生物質を投与していない患者に対する耐性乳酸菌
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製剤(ビオフ工ルミ ン R錠)の投与。

適応疾患以外に対するシーピー配合頼粒の投与。

適応疾患以外に対するゼンアスピリン錠100の投与。

・ツムラ考帰勝文湯エキス頼粒(医療用)の適応外投

与。

-イソジンガーグル液 7%，ネキシウムカプセル，コ

ロネル錠，ヒアレイン点眼液，マグラックス錠

330mg，メコパラミン錠， フエブリク錠。

くその他〉

・抗生剤の投与にあたっては， 耐性菌の出現等を防ぐ

ため，疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にと

どめる。例パセトシン

・ 高血圧症の患者に対する投薬について， 4種類以上

の降圧剤を処方している例が見られたので，高血圧

治療のガイドラインに沿った処方を行う。

- 診断根拠のない慢性胃炎に対するレパミピドの投薬0

・ メマリー 00錠について， アルツハイマー型認知症

の重症度の確認が不十分。

メ口ぺン等の広域抗生物質の使用にあたっては，細

菌検査を行う等，適正使用に留意する。

-細菌感染症の所見. 徴候が認められない患者に対し

て.予防的に抗菌薬を投与することは認められない0

・ 皮膚所見等の記載がなく，感染を伴っているかと也う

かが確認されていない皮疹に対してリ ンデ口ン VG

軟膏の処方をした。

< 注射 >

.注射(全般)

-医薬品名-規格単位-用法及び用量を的確に記載す

る。

-治療計画を記載し，適時治療効果の判定を行い漫然

と投与しない。

-医師が投与又は看護師へ投与を指示した記載がな

く，投与した乙とが確認できない。

- 必要性，効果性及び結果・評価の記載に不備が認め

られた。

.ビタミン剤

〈記載〉

- ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を

記載していない。

-食事摂取可能な患者にビタミン製剤を投与している

ものについて，必要かつ有効と判断した趣旨を診療

録及び診療報酬明細書に記載していない。

〈算定〉

-ビタ ミン斉IJが算定できるのは，医師が当該ビタミン

剤の投与が有効であると判断し，適正に投与された

場合等に限られるものであり，原則として食事から

必要なビタミンを摂取できる場合には算定できない。

.精密持続点滴注射加算

〈記載〉

-算定根拠が不明確なので，医師の指示や注射の実施

記録等により算定根拠を明確にする。

実施に係る記録がない。

〈算定〉

精密持続点滴する必要のない薬剤を注入しているに

もかかわらず算定した。

1 時間に30mしより速い速度で薬剤を注入している

ものについて算定した。

eG004 点滴注射

〈算定〉

-同一日に点滴注射と造影剤使用撮影を実施した場合

について， 注射手技料を造影剤使用加算と別に算定

した。

e G005-2 中心静脈注射用力テーテル挿入

〈算定〉

-所定点数に含まれる画像診断の費用を別に算定した。

.算定に当たって

く全般〉

-必要性に乏しい薬剤が点滴注射に使用されている。

.症状・所見等に応じて適正に行われていない。

- 療養担当規則第20条を遵守し，薬剤を使用するに

当たっては，その必要性を十分に考慮した上で，医

薬品医療機器等法(旧薬事法)承認事項(効能 ・ 効

果.用法・用量等)を遵守し，適宣，治療効果判定

を行い，漫然と投与することのないよう注意する。

・ 経口投与が可能であるにもかかわらず， 注射による

投与を実施している。

-経口投与することができないとき，経口投与による

治療の効果を期待する乙とができないとき，特に迅

速な治療をする必要があるとき， その他注射によら

なければ治療の効果を得ることが困難であるとき

等，使用の必要性について考慮した上で使用する。

- 経口投与が可能である患者について，内服薬と併用
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して注射により薬剤を投与している。内服薬との併 ン静注の投与。

用は，乙れによって箸しく治療の効果を上げること 用法用量を遵守していないメルスモン。

が明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効 ・新鮮凍結血殺を凝固因子の補充による出血傾向の是

果を期待することが困難である場合に限って行う。 正以外の目的で投与した(血液製剤は，厚生労働省

- 投薬量は， 予見することができる必要期間に従った 医薬・生活衛生局の「血液製剤の使用指針」に準拠

ものでなければならないこととし，厚生労働大臣が して使用すること)。

定める内服薬，外用薬及び注射薬については. 1 回

1 4日分. 30日分又は90日分を限度として投与でき

るものである。

- 後発医薬品の使用を考慮するとともに，患者に後発

医薬品を選択する機会を提供すること等，患者が後

発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなけ

ればならない。

〈禁忌投与〉

消化性潰蕩のある患者に対するアセリオ注の投与。

うつ血性心不全の患者に対する ビ フリード輸液投

与。

血栓症又は血液凝固障害のある患者に対するイント

ラ リポス輸液投与。

-重篤な肝障害の患者へのエルネオパ 2 号輸液投与。

〈併用投与〉

- ブスコバン注とプリ ンペラン注射液の併用について

は，相互作用に注意する。

〈長期漫然投与〉

適宜効果判定が行われずに漫然と行われている0

・セルシン注射液 5 mg . メイ ロン静注

〈適応外投与〉

・リ ウマチ性疾患の患者に対するプレド二ン20mg

(71く溶性〕の点滴による投与。

-不整脈以外の患者に対する静注用キシ口力インの投

与。

〈用法外投与〉

・ 局所投与している塩酸パンコマイシン点滴静注用

0.5go 

ネブライザ を用いて投与しているアミカマイシン

注射液200mg。

- 局所投与しているイセパシン注射液200。

- 投与間隔を 2週間以上空けずに投与しているハイコ

ート注4mg (04%) 。

くその他〉

- 手術当日に，手術(自己血貯血を除く)に関連して

行う注射の手技料を算定した。

-ボト ツクス注による神経ブロックについて， 皮肉 ，

皮下及び筋肉内注射を算定した。

-診断根拠のない病名(肝炎)に基づくグリファ ゲ
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掲示事項投薬期間に上限が設けられている医薬品(内服薬・外用薬)

i舵用等の恐れのある薬物については，損害担規則や掲示事項等告示~; ;:' I にお

いて，投毅iIfは予見することができる必要WJI日iに従ったものでなければならな

いこととされ，対象となる薬剤については，投薬~JUj間の上11良を 14 1::1， 30 日又

は90 1::1 のいずれかに規定しています。

.規定[記載]

第 10 厚生労働大臣が定める注射薬害事 2

4 投与j羽 IHI に上限が設けられている医薬品 "

(1) 投楽器又は投与量が 1 4日分を限度とされる内服薬及び外用禁並びに注射

薬として，麻薬及び向精神薬取締法 (11百和28年法律第 1 4号)第 2 条第 l 号

に規定する麻薬等を定めた。

(2) 投誕百又は投与量が30 1::1 分を限度とされる内服薬及び外用楽並びに注射

裂と して，アルプラゾラム等を定めた。

(3) 投薬量が90日分を限度とされる内服薬として，ジアゼパム等を定めた。

(4) 投与期間に上限が設けられている麻薬又は向精神薬の処方は，築物依存症

候i洋の有~!!\等， 患者の病状や疾J11，の兆候に十分注意した上で，病状が安定

し，その変化が予見できるj心者に限って行う 。

そのほか，当該医薬品の処方に当たっては， 当該忠者に日正に処方した医薬

JAIlの伐白及び他の医療機IMI における同一医薬品の重複処方のイ'T1!!\について患

者に確認し， 診療録に記峨する。

胴記載等のポイント

口既に処方した医薬品の残量を確認し， その結果を診療録ヘ記載する。

※ 1 I際担規則及び楽担Jiltf1lJ

並びに療担基iVlに基づき厚生

労働大臣が定める掲示事項

等」 告示及び笑施上の1WrJ:事

項通知などです

※ 2 I療担草l JllJ及び薬担規則

並びに療担基準に基づき厚生

労働大臣が定める掲示事項

等j 及び「保険外m用療養'fl.

に係る厚生労働大臣が定める

医薬品等j の笑施上の儲怒事

項について(l討さ改正平成

30. 3.5保医発0305第6号)

(解釈 p l 405参照)

※ 3 対象薬は 「療担mJ!lJ及び

薬担規則l並びに療担基準に基

づき厚生労働大臣が定める掲

示事項等 j 告示(解釈 p

1 400) を参照

口他の医療機関における同一医薬品が重複して処方されていないか確認 | 。 お茶手帳の確認もしましょ

し，その結果を診療録ヘ記載する。 I う

口病状が安定し，その変化が予見できる患者である旨を記載する。

口投薬量は予見することができる必要期間である旨を記載する。

.記載例

4月 4 日

#不眠症

S) 朝起きてすぐに散歩30分は続けられている。食欲も出てきた。

ときおり B中にぼーっとすることがあるが，集中力が戻ってきた。気

力がでてきた感じ。週末はお酒を飲んでしまう。

0) 前回処方薬の残薬なし，空確認済み。 他院での同一成分薬の処方な

し，お薬手帳確認済み。

日中の眠気 : 睡眠時間 6時間未満時に発生

だるさ(ー ) ，倦怠感(ー)，ふらつき(一 )，集中力低下(:t)

A, p) 陵眠指導継続。来月再評価して，滅薬=争休薬。

指導:朝の散歩は継続。暖かい季節になってきたので布団と寝間着の調整

をする。規則正しい食事をする。遇末の夕食は酒量を抑える。 カフェイ

ン入りは夕方以降飲まない。寝る前に仕事のことを考えない。

R p) 000錠 1 錠就寝前 1 回 30日分他省略

( 1 医薬品の伐量を氾i隙しま

す

( 2 fl自の医療機|民lにおける同

一医薬品が重複して処方され

ていないかを記}蹴します

( 3 病状が安定し，その変化

が予見できる!1\者である，投

薬訟は予見することができる

必要JlJjf別である旨を記縦しま

す
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F200 薬剤 f注 5J ビタミン剤の算定
G100 薬剤 「注 2 J ビタミン剤の算定

ビタミン j'W'" については，思者の疾J.HXは能状の原因がビタミンの欠乏又

は代謝~I~ 'l-;~である ことが19~ らかであり，かつ，必嬰な ビタミンを食事により娘

取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって，医師が当該ビ

タミン刑の投与が有効であると判断 したときを |徐き，算定できません。

ビタミンf，jIJを算定する場合には， ビタミン剤の投与(又は注射)が必裂かっ

有効と判断した趣旨を，具体的に診療録及び診療報酬明細書に記献する必裂が

あります に

次の場合はビタミン斉lJの算定は可能です。

- 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏文は代謝障害であることがlリJ

らかであり， かつ，必要なビタミンを食取により摂取することが凶鮒であ

る湯合(例えば， 恕性貧1Ú1のビタミン ß 1 2の欠乏等， 診察及び検:G.'f.の結果

から当該疾忠又は症状が明 らかな場合)

・ 患者が妊産婦，乳幼児等(手術後の忠者及び高カロリー輸液療法笑施中の

忠者を含む)であり，診祭及び検査の結果から食事からのビタミンの隈取

が不十分であると診断された場合

・ 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であると推定さ

れ，かつ，必要な ビタミンを食事により{摂取することが困難である場合

' m湯等の流動食及び軟食のうち， 一分かゆ， 三分かゆ又は五分かゆを食 し

ている場合川

・ j)!1哨i食，フェニールケト ン尿症食， 楓札!t1利定食，ホモシスチン尿症食又は

ガラク 卜 ース血症食を食 して いる場合 - 1

胴規定 [記載l

ビタミン斉1jに係る薬剤j料を算定する場合には， 当該ビタミ ンíf1Jの投りが必要

かつイT効と判断した趣旨を具体的に診療録及び診療報酬明細書に記.1誕 しなけれ

ばならなし、。 ただ し， 病名によりビタミン荷IJの役与が必要，かつ，イヨ効と ~I'IJ 断

できる場合は趣旨を診療報酬明細11mに百~ il出することは要 しない。

胆記載等のポイント

口病名等， ビタミン剤投与が可能なものとして明確になっている。

〈上記以外〉

口 ビタ ミ ン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を具体的に記載する。

.記載例

症例 1 結核， INH, RFP, SM服用中

R P) 0フ口キシン 3 T 3 x毎食後 他省略

※INHの副作用でビタミン B 6欠乏のため

症例 2: 胃癌術後4 日目

中心静脈注射 ソOデム 3AG l ， 500ml+ ピOメジン 1 A 

+ ビOミンC500mg持続点滴 (流動食開始)

※ l ここ でのビタミン剤と

は， 内)j眠薬及び注射柴をいう

ものであり，また，ビタミン

を含有する配合商IJ を合むもの

を指します

※ 2 病名等により判断できる

場合は診療報酬明調11占に記;JjX

しなくてもよいです

※ 3 ， ※ 4 入|流H寺食事際主主~~

に係る食事僚主主又は入|沈 11寺生

活療養1'1に係る生活療養の食

事の提供たる療養を受けてい

る患者が対象です

( l ビグミン内lの投与の耳j!I1'1

を具体的に記;1世します
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F400 処方護料
※保隙薬局に訪問薬剤管理指導を依頼している場合

訪問薬剤j管理指導は，在宅での療養を行っている患者であって，疾病，負傷

のために通院による療養が困難な者について，当該患者の同意を得て . F.H家を

訪問して薬剤l管理指導記録に基づいて直接患者又はその家族等に服薬指導. JJ眠

薬支援その他の薬学的管理指導を行うものです。

当該患者の在宅医療を担う保険医療機関の薬剤師が行った場合は保険医療機

関でC008在宅患者訪問薬剤l管理指導料を算定し，保険薬局に在宅患者訪問薬

剤J管理指導を依頼している場合は保険薬局で「在宅患者訪問薬剤l管理指導料

(調剤報酬 ) J を算定し努 保険医療機関では当該管理指導料は算定できませ

ん。

.規定[貼付]

保険薬局に訪問薬剤管理指導を依頼している場合は，当該保険医療機関はC

008在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない。 保険薬局から情報提供があ

っ た場合は，当該保険医療機関は文討を診療録に貼付する。

胴記載等のポイント

〈保険薬局に訪問薬剤l管理指導を依頼している場合〉

口訪問結果についての情報提供文書を貼付する。

※ l 調剤報酬点数表の第 2 節

主主学管理料 fI 5 在宅患者

訪問薬剤l管珂!指導料」です

算定要件の一つに，当該指示

を行った医師に対して訪問結

果について必要な情報提供を

文告で行うことがあります



F400 処方筆料 「注7J 一般名処方加算

一般名処方加算は「一般名処方j による院外処方議を交付した場合に， 処方

2華料に加算できる ものです※ l 。

一般名処方と は，後発医薬品のある医薬品について ~~: 2 薬価基準に収載さ

れている品名に代えて， 一般的名称に剤形及び含量を付加|して処方 します来 二

診療録には， 一般名処方である旨，具体的には一般名又は一般名が把握可能

な製品名のいずれかを記載します。

院外処方主主

1) 0錠(一般的名称) 1 T 

1 日 I 回夕食後

30EI分

2 ) ム錠 (一般的名称) 1 T 

l 日 I 回夕食後

30 EI 分

胆規定[記載l

(一般名処方)

・ 後発医薬品のある先発医薬品及び、先発医薬

品に準じたものを一般名で処方

-診療録には， 一般的名称で処方が行われた

ことの何らかの記録

=キ 交付した処方主主の内容と して，一般名

又は一般名が把握可能な製品名のいずれ

かを記!l[l(

m.:.1後発医薬品への変更調剤が行われた場合，保険薬局から薬剤を変更し

た旨報告があるため， その内容を適切に診療録に反映することが望ま

しい。 (平 1 8 . 3 .28 医療課事務連絡)

m.:.1 r注 7 J の一般名処方加算を算定する場合には，必ずしも診療録にー

般的名称で処方内容を記載する必要はなく， 一般的名称で、処方が行わ

れたことの何らかの記録が残ればよい。

( 王IZ24.4.20 医療諜事務連絡)

m.:.1 一般名を記載した処方主主を発行 した場合に，実際に調剤された薬剤jの

銘柄等について保険業局から情報提供があった際に，薬剤の銘柄等を

改めてカルテに記載する必要はない。 先行した処方議の内容がカルテ

に記"古されていればよし、。 (平24 . 4.20 医療課事務ìiE絡)

E国 一般名を記載した処方主主を発行した場合に，カルテには，医療機関内

で一般名又は一般名が杷躯可能な製品名のいずれかが記，1世されていれ

ばよい。 (平24.4 . 20 医療諜事務連絡)

胆記載等のポイント

ロ処方内容として，一般名又は一般名が把握可能な製品名のいずれかを記

載する。

眉記載例

症例.高血圧症， 高脂質血症

5 月 15 日

A. p) 療養指導，食事指導継続。 処方00 詳細省略

院外処方 : R P) アムOジピンベシル酸塩 5mg 1 錠

プラOスタチンナ ト リウム 10mg 1 錠

1 日 1 回夕食後 30日分
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※ l 交付した処方主主に含まれ

る医薬品のうち，後発医3単品

のある全ての医薬品 (2 品目

以上の場合に限る)が一般名

処方されている場合には一般

名処方力IH章一 I を， 1 l~fi~1 回でも

一般名処方されたものが含ま

れている場合には一般名処方

加算 2 を，処方主主の交付 1 @] 

につきそれぞれ加算できます

※ 2 後発医薬品の存在 しない

漢方，後発医薬品のみ存在す

る薬剤j等について一般名処方

した場合は算定できません

(平24.6 . 7医療諜事務連絡)

※ 3 一般名とカッコ書き等で

銘柄名が併記されている場合

は~Î定できません

(平24. 3.30医療課事務連絡)

( l 交付した処方主主の内容と

して， 一般名で記載します
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G004 点滴注射 「注 3J 血襲成分製剤加算
G005 中心静脈注射 「注 1 J 血祭成分製剤加算

JfuM質成分製剤lの注射を行う ，E!\者等、~， I に回目の注射に当たって ヘ 注射の

必要性，危険性等について， 文普 (汀「別紙1様司義《式20泌

を交付して説l明列を行つ たJ場曇合に ぺ， )点長消注身身射1又は中心古前f争刊干リ吻j即脈』派R注射の笑施料に加算

できる も のでで、す。

対象となる血祭成分製剤I と は，新鮮液状血疑及び新鮮凍結人1nl紫等をいい，

J[[1媛分画製Ji1IJ (アルブミン製剤， グロ プ リ ン製剤j等) .; G は含まれません。 な

お， 的l竣成分製剤I及び1([1媛分画製剤の!I翁注に当た っては， r r翰 JÚl療法の実施に

閲する指針j 及び 「血液製剤lの使用指針 j の一部改正について J n及び 11血

液製剤lの使用指針 j の改定について J 刊を遵守するよう努めるものとします。

.規定 [貼付]

説明に用いた文書については，患者(医師iの説明に対 して翌日仰が困難と認め

られる小児又は意識障害者等にあっては，その家族等) から署名又はtll l印を得

た上で，当該患者に交付すると と も に， その文古の写 しを診療録にlh~付する。

.記載等のポイント

口文書 (1別紙様式20J 又はこれに準ずる様式)を交付して説明する。

口文書に， 本人若し く はその家族等の署名又は押印を得る。

口署名又は押印の入った説明文書の写しを診療録に貼付する。

口当該加算を算定した旨を記載する。

眉記載例

1 1 月 1 日

A , P ) 診断:急性勝炎， D I C ショ ッ ク

本日 ， D I V 一 新鮮凍結血紫480ml

説明文書交付し，同意を得る。 (署名入り説明文書の写し貼付)

D I V指示書添付。 血竣成分製剤加算

〈説明文書〉

平成28年11 月 1 自 主治医氏名 : 00太郎

1. 血竣成分製剤jの種類及び輸注量等:新鮮凍結血祭480m l

2. 血紫成分製剤翰注の必要性及び行わない場合の危険性等・循環血紫量

の維持。 行わない場合血圧低下が遷延し， 急性腎不全の危険性。

3. 血竣成分製剤翰注により起こりうる副作用等:肺水腫， 心不全， 感染

症(翰注後肝炎， HTしV-I 等)。

4 . 血紫成分製剤輸i主に当た り必要とされる感染症検査及び患者血液の保

管 血液型， HBs抗原， HBc抗体， HCV抗体， HIV抗体， 患者血液の保存。

5. その他留意点 (副作用・ 感染症救済制度等) : 内容省略

※私は， 現在の疾病の診療に関 して， 上記説明を受け， 質問する機会があ

り， 十分理解した上で血祭成分製剤輸注をうけることに同意しました。

患者氏名 口口次郎(署名)

※ l 医師lの説明に対して型解

が困難と認められる小児又は

怠識障害者等の場合はその家

族等が該当します

※ 2 回目の輸注を行う際の

こ とです。 複数回の輸注を行

う場合は概ね 1 i恩1::14耳となり

ます

※ 3 r lJiJ紙様式20J → lfIl ~長成

分製剤輸注に限lする説明文諮

(解釈 p 1 2 1 2参照)

※ 4 別紙;隊式20に準ずる様

式の場合は，別紙械式20の

全ての項目が網縦されている

必要があります

※ 5 緊急その他やむを得ない

場合は輸注後に説明を行った

場合も算定できますが，この

場合は翰注後速やかに行わな

ければなりません

※ 6 ただ し ， /(/1竣成分製剤に

準じ， .\!"、者に対して輸注の必

要性等の説明を行うよう に し

ます

※ 7 平成26年 11 丹 1 2日楽食

発111 2第 1 2号

※ 8 平成29年 3 月 3 1 白書E生

発033 1 第 1 5号

( l 文f!}を交付して説明 し ま

す

( Z 署名を得ます

( 3 署名入りの文書の写しを

貼付します

( 4 当該力Ill'iーを算定した旨を

記載します

( 5 準ずる綴式の場合は，全
ての項目が網野fされています




